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旧九州鉄道茶屋町橋梁跡（八幡東区茶屋町）

北九州商工会議所管内税務相談所所在地

門司税務相談所 門 司 区 栄 町 2 番 3 号 ニ ッ チ ク ビ ル 3 階

小倉税務相談所 小倉北区紺屋町 13 番 1 号毎日西部会館 4 階

小倉南税務相談所 小倉南区下城野1丁目9番18号KM第5ビル3階

若松税務相談所 若松区本町 3丁目11番 1号ベイサイドプラザ若松本館 4階

八幡税務相談所 八幡東区西本町４丁目１番１号 さわらびガーデンモール八幡１番街２階

八幡西税務相談所 八 幡 西 区 八 枝 3 丁 目 7 番 19 号

板櫃川の支流、槻田川に架かる赤煉瓦造りのアーチ橋は明治24年4月に開通した九州鉄道
大蔵線の橋梁として構築されたものです。壁体は煉瓦の長手と小口を交互に積んだイギ
リス積み、アーチは煉瓦の小口を五段積みにした弧型アーチです。市内には鉄道敷設当
時の施設で残されているものは数少なく、この橋梁は北九州市の交通史上貴重な遺構で
す。昭和51年３月22日に市史跡に指定されました。
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基礎控除の控除額は一律10万円引き上げて38万円から48万円に改正されました。

給与所得控除等の改正に伴い所得金額調整控除が創設されました。
①　給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

(※1）給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には10万円
(※2）公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には10万円

②　子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え条件を満たす場合に一定の金額が控除されます。

基礎控除・給与所得控除・公的年金控除の改正について

給与所得控除

基礎控除

公的年金等控除

所得金額調整控除

令和2年分の所得税確定申告より基礎控除の改正につきましては前々回の税相だよりでもご
紹介した通り、税務相談所の会員様におかれましては電子申告を行っているため基礎控除額
の増額により税負担は軽くなると考えられますが、一方「働き方改革」をふまえて給与所得
控除・公的年金控除も税制改正されております。
今回は従業員の方の年末調整やご家族の扶養判定もございますので3つの控除と改正に伴う
調整控除についてご紹介いたします。

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を
超える人が総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額（※1）及び公的年
金等に係る雑所得の金額（※2）の合計額から 10 万円を控除した残額が、給与所得の金額から
控除されることとなります。

一方で合計所得金額が2,400万円超の高所得者の基礎控除額は段階的に引き下げられ2,500万
円超で基礎控除額は0円となります。 

給与所得控除の控除額は一律10万円引き下げ、適用される給与等の収入金額の上限額が850
万円とされるとともにその控除額の上限額を195万円に引き下げることとされました。

公的年金控除の控除額は一律10万円引き下げ（公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合
計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合
は30万円引き下げ）公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は上限を設け
ることとされました。
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